
























自分がケガをした時の保険です。（病気は対象外）。
一部のタイプでは他人の物を壊したり、

他人にケガをさせた場合＊1も対象となります。１人1口加入で年齢制限はありません

〒100-0013  東京都千代田区霞が関３-３-２  新霞が関ビル５階

公益財団法人

②掛金タイプと補償内容【下記◆重要◆と併せてご確認ください】

＊１ 法律上の賠償責任が伴う対人・対物事故が対象です。

＊１ 法律上の賠償責任が伴う老人クラブ活動中の対人・対物事故が対象です。往復途上は対象外。

◆この保険の対象は、全国老人クラブ連合会に連なる都道府県・指定都市老連および市区町村老連に加入している単
位老人クラブです。

◆全国老人クラブ連合会が契約者となり、各単位老人クラブで取りまとめて申し込む団体保険です。個人での加入手続
きはできません。
◆新規加入をご希望、ご検討の際は、クラブで担当者を決めて全老連「保険係」まで資料をご請求ください。
〈資料請求受付期間〉

2023年10月始期
2024年  4月始期版

〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社　TEL.03-3597-8768
〈引受幹事保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社 医療・福祉法人部　TEL.03-3515-4143

ホームページ  http://www.senior-ltd.com/ メールアドレス  hoken@senior-ltd.com

03-3597-8770お問い合わせ
ご相談 先専用FAX 03-3597-8767加入申込書等、

資 料 請 求 先

受付時間 9：30から12：00まで〈土、日、祝祭日、年末年始休〉13：00から17：00まで

【 傷 害 保 険 】4月始期⇒ 1/4から2月末頃まで、10月始期⇒ 7/1から8月末頃まで
【賠償責任保険】随時受付中

（複数口加入はできません）。

傷 害 保 険〈掛金・補償内容〉

老人クラブ会員向けに傷害保険・賠償責任保険で安心補償いきいき活動を
支える

他人の物を壊したり、ケガをさせた時＊1の保険。自分のケガは対象になりません。
賠償 責任保険

① 対　象：
③ 掛　金：

② 保険期間：
④ 補　　償：

単位老人クラブ（全員加入が条件となります）
1人年額100円（最低引受保険料3,000円）

毎年10月から1年間（中途加入可）
支払限度額1億円

〈掛金・補償内容〉老人クラブ

老人クラブ

※この広告は、以下の商品についてご紹介したものです。
【老人クラブ傷害保険】
老人クラブ団体傷害保険特約付帯傷害保険・
総合生活保険（傷害補償）

【老人クラブ賠償責任保険】
施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険
ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」「概要」「重要事項説
明書」をよくお読みください。詳細は、ご契約者である団体の
代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な
点は、代理店までお問い合わせください。
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①保険始期月
　および保険期間 10月

  4月
2023年
2024年

2023年
2024年

10月1日午後4時から1年間
  4月1日午後4時から1年間

手続き期間（締切日厳守）
2023年7月15日～9月15日まで
2024年1月15日～3月15日まで

保険始期月 保険期間

（１）「所属する単位クラブが予め計画・実施する活動」および
（２）「市区町村（地区・校区）から全国までの各連合会が主催

する活動イベント」ならびに
（３）「老人クラブ関係者として他団体の活動」への参加・往復

途上を含みます。
（４）事故証明者：単位クラブ関係者、参加した主催老連関係者

④（注1）往復途上とは、自宅(マンション、アパートなどの集合住宅は専用部、戸建ては敷地を含む)を出てから、クラブ活動場所までの通常経路を指します。
⑤（注2）すでに支払った後遺障害保険金がある場合の死亡保険金は、すでに支払った金額を控除した残額となります。
⑥（注3）後遺障害の程度に応じて、後遺障害保険金の４％～１0０％が支払われます。
⑦（注4）手術保険金として、入院中は入院保険金日額の10倍、外来（入院中以外）は5倍がお支払対象となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
⑧（注5）地震・噴火・津波危険補償、熱中症危険補償はクラブ活動中・活動以外を問わず24時間対象ですが、補償額はあ死亡保険金、う入院保険金日額、え通院保険金日額の

下段（ ）内の補償額（活動中以外の補償額）となります。
⑨（注6）1事故について1億円を限度に保険金をお支払いします。自動車等を運転中に生じた事故については対象外となります。

◆重要◆

③【クラブ活動中とは】

タイプ

補償内容

対象となる保険金

対象となる保険金

（保険金額）

クラブ活動中(往復途上（注1）を含む)・クラブ活動中以外を問わず
日常生活全般（24時間）のケガを補償します。 クラブ活動中(往復途上（注1）を含む)の

ケガを補償します。

掛  金

【補償額】上段：活動中のケガの補償額　下段：（活動中以外のケガの補償額）

24時間型補償充実 活  動  型

8,000円／年 5,000円／年 3,500円／年 1,000円／年 500円／年12,000円／年

（注3）

（注2）

（注4）

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

（事故から180日以内）

（事故から180日以内）

（事故から180日以内、30日限度）

（事故から180日以内、30日限度）

（注6）（自転車事故も含む）
個人賠償責任補償

（注5）
地震・噴火・津波
 危険補償

熱中症危険補償 （注5）

432万円
（262万円）
170万円
（ー）
6,600円
（2,600円）
4,100円
（1,500円）

277万円
（192万円）
85万円
（ー）
3,700円
（1,700円）
2,200円
（900円）

270万円
（185万円）
85万円
（ー）
3,600円
（1,600円）
2,100円
（800円）

185万円
（140万円）
45万円
（ー）
2,200円
（1,200円）
1,250円
（600円）

85万円

85万円

2,000円

1,300円

45万円

45万円

1,000円

650円

1億円限度

あいうえ

あいうえ

あ

い

う

え



佐賀地方法務局供託課
☎ 0952-26-2192

佐賀地方法務局登記部門
☎ 0952-26-2184

遺言書ほかんガルー

不動産登記推進
イメージキャラクター
「トウキツネ」

ご存じですか？
相続登記の申請が
義務化されます！
亡くなった方の名義の
不動産の登記、そのまま
になっていませんか︖

から
土地や建物の

されます︕
それ以前の相続でも、
土地

自筆証書遺言を法務局
（遺言書保管所）が保管す
る制度が創設されました。
法務局で保管することに
よって、あなたの大切な遺
言書が紛失したり、勝手に

あなたの大切な
自筆証書遺言書を
法務局が預かります！

書き換えられたり、発見されないといっ
た心配がなくなります。また、相続開始
後、家庭裁判所における検認が不要です。

土地や建物の
相続登記がされていないものは、義務
化の対象になります。

遺言書があれば、相続トラブ
ルを防ぎ、相続人が不動産や預
貯金の相続手続をスムーズに行
うことができますよ。

正当な理由なく相続登記を
怠った場合は、１０万円以下
の過料の適用対象となります。

佐賀県警察

手を上げる！

ドライバーに
顔を向ける！

ドライバーの
目を見る！佐賀県交通安全

キャラクター

マニャー

ハンドサインとは

手を差し出す！


